
 

 

 

「外国口座税務コンプライアンス法（ＦＡＴＣＡ）」 

に関するお客さまへのお願い 

 

  「外国口座税務コンプライアンス法（ＦＡＴＣＡ（注１））」とは、米国納税義務者による米国外の金融口座等を 

   利用した租税回避を防ぐ目的で、米国外の金融機関に対し、顧客が米国納税義務者であるかを確認すること等 

   を求める法律です。 

   弊行では、お客さまが口座開設取引等をする際、お客さまが所定の米国納税義務者であるかを確認し、該当す 

   る場合には、米国内務歳入庁あてにご契約情報等の報告を行っております。 

   つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。 

 

   （注１）Foreign Account Tax Compliance Act の頭文字となります。 

    

    

ＦＡＴＣＡにおけるお客さまへの確認手続きについて 

   

 ＦＡＴＣＡの確認手続きとは？ 

   弊行は、お客さまが所定の米国納税義務者（米国市民、米国居住者、米国人所有の外国事業体（注２）等）である 

   かを確認するため、口座開設取引時において、以下の手続きをお願いしております。 

 

   （注２）「外国事業体」とは米国外の事業体、例えば日本の内国法人をいいます。 

   

   アンケートにより、所定の米国納税義務者であるかをお客さまご自身にご申告いただきます。 

   金融機関はＦＦＩ（外国金融機関）として登録されていることを確認させていただく場合があります。 

   なお、お客さまが所定の米国納税義務者である場合もしくはその可能性がある場合には、上記に加えて、「米国内 

   国歳入庁への情報提供に関する同意書」、「自己宣誓書類」等の所定の書類をご提出いただきます。 

   ※上記以外にも、追加の証明書類をご提示またはご提出いただく場合があります。 

 

    報告対象となる米国納税義務者（特定米国人、米国人所有の外国事業体）とは？ 

   以下のお客さまが対象となります。 

 

 （１）特定米国人 

  米国納税義務者から一定の要件に該当する者を除いた個人・法人をいいます。 

  【特定米国人に該当する例（報告対象）】 

   ・米国市民（米国籍をお持ちの方） 

   ・グリーンカード保有者（米国の永住権をお持ちの方） 

   ・米国に居住している方（注３） 

   ・米国で設立された法人等 

   ・ＦＡＴＣＡの枠組みに参加しない金融機関等 

   ・主として投資事業を行う法人等のうち、25％超の議決権を取得されている米国人等の方が存在する法人等 

    （注４） 

 



  （注３）一般的に米国での滞在日数に関して、以下の条件を満たす場合、米国税務上、米国に居住しているとみなされます。 

     ■当年の滞在日数が 31 日以上、かつ、以下の合計が 183日以上 

      ・当年の滞在日数 

      ・前年の滞在日数の３分の１ 

      ・前々年の滞在日数の６分の１ 

  （注４）投資事業を営む法人で、利息、配当金等が総収入の過半を占める場合、またはこれらを生み出す資産が総資産の過半を占

める場合に、「主として投資事業を行う法人等」として取扱されます。 

 

  【特定米国人に該当しない例（報告対象外）】 

   ・米国上場法人 

   ・米国政府 

   ・米国非課税団体 

   ・米国銀行 など 

 

 （２）米国人所有の外国事業体 

  実質的米国人所有者が１人以上いる外国事業体（注５）をいいます。 

 

  （注５）例えば、法人においては１人以上の特定外国人が 25％を超える議決権または価値を有する場合をいいます。 

 

  米国設立以外で、前年度における総所得のうち、利息・配当・賃料所得（以下投資所得）および売却損益が 50 

  ％以上（または保有する資産のうち投資所得を生み出す、あるいは生み出すために所有している資産が 50％以 

  上）の事業体が対象となります。 

  ※上場法人およびその関連会社など、報告免除対象となる外国事業体もあります。 

 

ＦＡＴＣＡの確認手続きが必要となる場面が？ 

主に以下の場合に確認手続きが必要となります。 

   ・口座開設取引時 

   ・その他、米国への移住など、ご契約者の状況が変化した場合 

    ※渡米等の環境の変化等によって、「特定米国人・米国人所有の外国事業体」に該当することとなった場合は、 

     弊行までご連絡いただきますようお願いいたします。 

 

確認手続きに応じていただけない、および報告に同意いただけない場合は？ 

    お客さまに確認手続きに応じていただけない、および米国内国歳入庁への報告に同意いただけない場合、弊行 

    は、該当する口座開設取引の締結を行いません。 

    また、取引開始後において、確認手続きに応じていただけない等の場合には、米国内国歳入庁の要請に基づき 

    該当ご契約情報等を日米当局間で交換することとされています。 

    なお、ＦＡＴＣＡに基づき、弊行が取得したお客さまの個人情報は、ＦＡＴＣＡの目的のみに使用します。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ＦＡＴＣＡに関するお客さまへの個人情報保護に関する情報提供について 

 

米国の個人情報保護法制や米国内国歳入庁が講じる個人情報保護措置に関する情報については、以下のとおりです。 

 

１．米国における個人情報保護法制についての情報 

（１）個人情報の保護に関する制度の有無 

包括的な法令は存在しません。公的部門に適用される法令としては、電子通信プライバシー法（ECPA）や医療保険の携

行性と責任に関する法律（HIPAA）があります。 

 

（２）個人情報の保護に関する制度についての指標となりうる情報 

①EUの十分性認定は受けていません。 

②APECの CBPRシステムに 2012年 7月 25日に参加しています。 

 

（３）OECDプライバシーガイドライン 8原則に対応する義務または本人の権利 

①収集制限の原則について、HIPAAに一部規定されています。 

②データ内容の原則について、該当する規定は不見当です。 

③目的明確化の原則について、該当する規定は不見当です。 

④利用制限の原則について、ECPAおよび HIPAAに一部規定されています。 

⑤安全保護の原則について、HIPAAに一部規定されています。 

⑥公開の原則について、該当する規定は不見当です。 

⑦個人参加の原則について、HIPAAに一部規定されています。 

⑧責任の原則について、該当する規定は不見当です。 

 

（４）その他本人の権利利益に重大な影響を及ぼす可能性のある制度は、不見当です。 

 

※なお、詳細については、個人情報保護委員会のウェブサイトをご参照ください。 

 <個人情報保護委員会ウェブサイト> 

https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/#gaikoku 

 

２．米国内国歳入庁が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報 

米国内国歳入庁は、OECDプライバシーガイドライン 8原則に対応する措置を全て講じています。 

 

 

 


